
 

別 表 第 １ （第 ２ 条関 係 ）  

助 成 対 象 者  

本 市 に お い て 令 和 ２ 年 ７ 月 豪 雨 災 害 に よ る 被 災 者 の 支 援 を 行 う

Ｎ Ｐ Ｏ 等 の ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 で 、 次 に 掲 げ る 要 件 を す べ て 満 た す

も の  

１  団 体 の定 款 、規 約 等 を 有す る こと 。  

２  助 成 対 象 と な る 事 業 を 着 実 に 実 施 で き る 事 務 及 び 組 織 体 制 と

な っ て い るこ と 。  

３  暴 力 団 で な い こ と 、 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 の 統 制 下 に

あ る 団 体 でな い こ と 。  

４  営 利 を目 的 とし た 団 体 でな い こと 。  

５  事 務 処理 及 び会 計 処 理 が適 切 にで き る こ と 。  

助 成 対 象 事業  

１  助 成 対象 者 が被 災 者 支 援を 目 的に 本 市 域 内 で 行 う 次 の 事 業  

⑴  子 ど も支 援 、 親 支 援 （ 子 ど も の遊 び 場 づ く り 、 育 児 支 援  

等 ）  

⑵  日 常 生活 支 援 （ 移 動 ・ 買 い 物 等）  

⑶  被 災 地域 の 自 立 的 復 興 に 向 け た人 材 育 成 支 援 （ 住 民 リ ー ダ  

ー ）  

２  次 の 各号 の いず れ か に 該当 す る事 業 は 助 成 の 対 象 と し な い  

⑴  興 行 その 他 営 利 を 目 的 と す る もの  

⑵  政 治 的又 は 宗 教 的 な 普 及 宣 伝 活動 と 認 め ら れ る も の  

⑶  特 定 企業 の 広 報 又 は 宣 伝 活 動 を伴 う も の  

⑷  本 市 又は 本 市 の 関 係 団 体 か ら 補助 等 の 助 成 を 受 け る か 、 又  

は 受 け る 見込 の ある も の  

⑸  前 各 号に 掲 げ る も の の ほ か 、 内容 が 助 成 に ふ さ わ し く な い  

と 認 め ら れる も の  

助 成 対 象 経費  

上 記 の 事 業 に 要 す る 謝 金 、 旅 費 、 消 耗 品 費 、 印 刷 費 、 通 信 運 搬

費 、 使 用 料及 び 賃借 料 、 委 託費 そ の他 本 市 が 必 要 と 認 め る 費 用  

※ 本 市 以 外で 実 施さ れ る 事 業の 経 費に つ い て は 対 象 外 と す る 。  

※ 申 請 団 体の 構 成員 等 に 対 する 人 件費 は 対 象 外 と す る 。  

助 成 対 象 期間  令 和 ３ 年 ４月 １ 日 か ら 別 に 市 長 が 定め る 日 ま で  

助 成 金 額  
助 成 対 象 経 費 総 額 と 助 成 上 限 額 （ １ ０ ０ 万 円 以 内 ／ １ 団 体 ） を

比 較 し て 低い 方 の額 （ １ ， ００ ０ 円未 満 切 り 捨 て ）  

 


